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はじめに  

 

清須市朝日地内には、弥生時代の遺跡として、戦前から「貝殻山貝塚」の存在が知られており、

昭和46年に国の史跡にも指定されたことから、県では、昭和50年に、史跡として整備を行うとと

もに、「愛知県清洲貝殻山貝塚資料館」を開館しました。 

その後、道路建設等に伴う大規模な発掘調査により、貝殻山貝塚を含む周辺一帯が「朝日遺跡」

として、全国屈指の規模の弥生時代の集落遺跡であることが明らかとなったことから、県では、発

掘調査による出土品の保存と活用を図るため、平成６年以降、新たな施設の建設に向けて検討に着

手しました。 

平成 24年に、出土品の一部が国の重要文化財(考古資料)に指定されたことを期に、平成27年度

には「愛知県清洲貝殻山貝塚資料館拡充整備基本構想」を策定し、令和２年には、史跡隣接地を含

め、園地を再整備し、出土品を収蔵するとともに、朝日遺跡と弥生時代の調査研究、展示・教育・

普及等の事業を行う拠点施設として、あいち朝日遺跡ミュージアムが開館しました。 

この基本構想では、ミュージアムのコンセプトを「歴史に親しみ、未来を育む朝日遺跡・弥生体

験ミュージアム」としています。今回刊行する年報は、施設の概要とともに、この考え方に基づい

て、11月 22日の開館以降、令和２年度中に実施した事業の概要についてまとめたものです。 

 

令和４(2022)年３月                        

あいち朝日遺跡ミュージアム 
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Ⅰ 朝日遺跡と指定文化財 

１ 朝日遺跡の概要 

朝日遺跡は、清須市と名古屋市西区にまたがる弥生時代の大規模な環濠集落であり、その面積

は約80万㎡に及ぶ。この地に集落が形成されたのは、弥生時代の前期で、当初は小規模であった

ものが、中期には全国でも有数の大規模集落へと発展を遂げた。また、最盛期には、人口も 1,000

人に達したと考えられており、多彩な出土品から遠隔地との交流も盛んに行われていたことがう

かがわれる。 

これまでに、道路建設に伴う発掘調査等により、土器、石器、木製品、金属製品など、豊富な出

土品に加え、埋納された銅鐸や玉作りの工房跡など、当時の生活を物語る数多くの貴重な発見が

相次いだ。また、環濠と逆茂木、乱杭などを組み合わせた、強固な防御施設が出土したことで、戦

乱の弥生時代をイメージさせる遺跡としても注目されることになった。 

遺跡のうち、前期の集落の一部は「貝殻山貝塚」として国の史跡に指定されており、出土品の

一部も、「朝日遺跡出土品」として国の重要文化財に指定されている。 

 

２ 史跡貝殻山貝塚(国指定基準 史跡の部 第１(貝塚)) 

○ 指  定 昭和 46年 12月 15日（指定面積10,169.40 ㎡） 

○ 指定理由（要旨） 

   この遺跡は、古くから前期弥生文化の東漸地域の東縁に位置するものとして著名であった。戦

前戦後の数次にわたる発掘調査によると、貝塚は径15メートルほどの規模のものが３か所あり、

カキ、ハマグリと淡水性のシジミからなり、主として、前期と中期の遺物をともなうが、周辺一

帯には、前期から後期におよぶ包含層が広がっていることが判明している。 

出土遺物は前期から後期に及ぶが、とくにいわゆる遠賀川系土器と縄文式土器の伝統を引く条

痕文土器の共存する状況は、前期弥生文化と在来文化の関係を示す重要な資料であり、骨銛、骨

鏃など比較的多い骨製品にもみるべきものがある。弥生文化が東海地方に定着していった実相を

明らかにする遺跡として重要である。 

 

３ 重要文化財朝日遺跡出土品(考古資料の部)  

 ○ 指  定 平成 24年９月６日（出土品一括（2,028 点）） 

○ 指定理由（要旨） 

土器・土製品には、装飾性に富む赤彩土器や円窓付土器など東海地方に特徴的な資料が数多く

含まれる。木器・木製品は鍬・鋤・斧柄など農工具のほか、容器、武器・武具、祭祀具など多彩

である。石器・石製品は打製石鏃・尖頭器などの武器、磨製石斧をはじめとする生活用具、勾玉・

管玉などの装身具があり、翡翠・緑色凝灰岩を用いた玉作り関連資料も含まれる。金属製品には

銅鐸、銅鏃、巴形銅器、筒形銅製品、銅鏡・鉄斧など多彩な製品がある。銅鐸は集落南端に埋納

された状態で出土し、青銅器埋納と集落との関係が把握できる重要な出土例である。骨角牙貝製

品は、やす・銛・釣針などの狩猟・漁労具、簪、垂飾など精緻な加工を施した装飾品、縫針、紡

錘車などの紡織具があり、未製品を含む製作関連資料も充実している。また、卜骨などの祭祀具

も含まれる。 

   以上、本件は東海地方を代表する弥生時代の大規模集落の出土品一括として、弥生時代の多様

な生業、生産・流通の様相、精神生活を復元するうえで極めて重要な資料である。 
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重要文化財指定品 

(2,028 点の内訳) 

土器・土製品‥727点 

木器・木製品‥253点      

石器・石製品‥650点      

ガラス小玉 ‥121点 

金属製品  ‥ 37 点 

骨角牙貝製品‥240点 

 

 朝日遺跡の調査とミュージアム開館までの歩み 

年 発掘調査等 史跡整備とミュージアム建設への歩み 

1929(S4)年 津島高等女学校教諭の加藤務が貝殻山貝

塚地点を調査 

 

1948(S23)年 山田吉昭・紅村弘が貝殻山貝塚地点を調

査 

 

1950(S25)年 愛知学芸大学(現愛知教育大学)が貝殻山

貝塚地点を調査 

 

1968(S43)年  貝殻山貝塚と検見塚が愛知県指定史跡と

なる(11月 4日) 

1971(S46)年 愛知県・清洲町教育委員会が貝殻山地点

を中心に範囲確認調査を実施 
貝殻山貝塚を含む10,169.40㎡が国の史

跡に指定される(12月 15日) 

1972(S47)年 名古屋環状２号線の建設に伴う発掘調査

開始 

 

1975(S50)年  愛知県清洲貝殻山貝塚資料館開館(4月) 

1985(S60)～ 

1989(H1)年 

玉作工房(1985)、逆茂木と乱杭・ヤナ・

大型方形周溝墓(1986)、埋納銅鐸(1989)

等、重要な発見が相次ぐ 

 

1994(H6)年  愛知県清洲貝殻山貝塚資料館整備検討委

員会開催 

1995(H7)～ 

1996(H8)年 

貝殻山貝塚資料館の拡充整備事業のため

ミュージアム用地を発掘調査。弥生時代

前期の環濠が出土 

 

1998(H10)～ 

2007(H19)年 

近畿自動車道名古屋関線清洲JCT他に伴

う発掘調査 

 

2012(H24)年  朝日遺跡出土品(2028点)が国の重要文化

財に指定される(9月 6日) 

2015(H27)年  愛知県清須貝殻山貝塚資料館拡充整備基

本構想策定 

史跡貝殻山貝塚保存管理計画策定 

2016(H28)年  新施設基本設計 

2017(H29)年 史跡整備のため、貝殻山貝塚指定地内を

発掘調査。弥生時代前期の環濠が出土 

新施設・史跡整備実施設計 

2018(H30)年  新施設展示制作(9月～) 

新施設本体工事(10月～) 

2019(R1)年  史跡整備工事(1月～) 

旧資料館改修工事(9月～) 

2020(R2)年  史跡貝殻山貝塚の再整備竣工、あいち朝

日遺跡ミュージアム開館(11月 22日) 

赤彩土器 
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Ⅱ 施設の概要 

○ 所 在 地 清須市朝日貝塚１番地

○ 敷地面積 15,716 ㎡（うち国指定史跡貝殻山貝塚10,169.4）㎡

○ 施 設 等

・本館 ＲＣ造２階建、延床面積 1,953.77 ㎡

・史跡貝殻山貝塚交流館 ＲＣ造平屋建、延床面積 479.79 ㎡

・遺構整備・復元(第１～第３貝塚、環濠と貝層断面表示・環濠平面表示・貝層平面表示)

・弥生体験ムラ（竪穴住居２棟・高床式倉庫１棟・方形周溝墓・体験水田など）

ⅠⅠ  

［［遺遺構構整整備備・・復復元元］］  

①第１貝塚(貝殻山) 

②第２貝塚 

③第３貝塚 

④環濠と貝層断面表示 

⑤環濠平面表示 

⑥貝層平面表示 

［［弥弥生生体体験験ムムララ］］  

⑦復元竪穴住居 

⑧復元高床倉庫 

⑨体験水田 

⑩復元方形周溝墓 

⑪復元竪穴住居(大地遺跡) 

ⅡⅡ  

敷敷地地内内施施設設位位置置図図  

①①  

②②  

③③  

④④  
⑤⑤  

⑥⑥  

施設等の配置 

［［ 建建   物物 ］］  

Ⅰ 本館 

Ⅱ 史跡貝殻山貝塚交流館 

⑦⑦⑧⑧

⑪⑪  

⑨⑨  

⑩⑩  

本館全景 

(北から) 



本館１階 

①基本展示室1 

②基本展示室2 

③企画展示室 

④展示準備室 

⑤キッズ考古ラボ 

⑥体験学習室 

⑦研修室 

⑧休憩スペース 

⑨授乳室 

⑩事務室 

⑪応接室 

⑫会議室 

①① ②②

④④  

⑥⑥  ⑤⑤ ⑦⑦  ⑧⑧

③③  

⑩⑩  

⑪⑪  

⑨⑨  

本館２階 

⑬収蔵庫 

⑭特別収蔵庫 

⑮収蔵庫前室 

⑯保存整理室 

史跡貝殻山貝塚交流館 

⑫⑫  

本館２階 

⑬⑬  ⑭⑭  
⑮⑮  

⑯⑯  

史跡貝殻山貝塚交流館 

①ガイダンス室 

②収蔵庫 

③管理室 

④会議室兼研修室 

⑤体験学習器具庫 

本館１階 

①①  ②②  

③③  

④④  

⑤⑤  

施施設設平平面面図図  
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用途別面積一覧 

区  分 面積(㎡) 

敷地全体 15,716 

史跡貝殻山貝塚指定地 10,169 

駐 車 場 
一般用(大型３台・普通15台) 741 

882 業務用(５台) 141 

本 館 
階 区分 室  名 面積(㎡) 

１ 

展示 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

基本展示室1 

基本展示室2 

企画展示室 

展示準備室 

キッズ考古ラボ 

195 

83 

97 

22 

59 456 

普及 
  

⑥ 

⑦ 

体験学習室 

研修室 

59 

97 156 

共用 
⑧ 

⑨ 

  

休憩スペース(カフェ) 

授乳室 

廊下・WC等 

55 

4 

311 370 

管理 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

  

事務室 

応接室 

会議室 

倉庫・荷物用EV等 

34 

15 

19 

114 182 

機械   ブロワー・ポンプ室等 51 

計 1,215 

２ 

収蔵 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

収蔵庫 

特別収蔵庫 

収蔵庫前室 

322 

149 

25 496 

共用   廊下・WC等 98 

管理 ⑯ 保存整理室

荷物用EV等

29 

22 51 

機械 機械室 93 

計 738 

本館計 1,953 

史跡貝殻山貝塚交流館 

区分 室  名 面積(㎡) 

展 示 ① ガイダンス室 191 

収 蔵 ② 収蔵庫 126 

共 用   廊下・WC等 82 

管 理 

③ 

④ 

⑤ 

管理室 

会議室兼研修室 

体験学習器具庫 

31 

17 

33 81 

史跡貝殻山貝塚交流館計 480 

本館⑧休憩スペース 

本館⑦研修室 

本館⑥体験学習室 

交流館①ガイダンス室 

本館⑤キッズ考古ラボ 
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Ⅲ 展示事業 

１ 本館常設展(基本展示室１、２) 

朝日遺跡についての基本的な情報を提供するとともに、主な出土品を展示。 

(１) 基本展示室１(朝日遺跡の姿と土器の移り変わり)

① 朝日遺跡発掘マップ

これまでに発掘調査が実施された地点と主な出土遺構を地図上に表示。

② クロスロードビジョン

弥生時代の朝日ムラの人々の生活を円形スクリーンで約４分の映像で紹介。

③ 朝日遺跡ロケーションジオラマ

集落の最盛期である紀元前３～紀元前２世紀頃を中心に、集落とその周辺での人々の活

動の様子を再現。 

④ 朝日遺跡クロニクル

中国、朝鮮半島の歴史と弥生時代の日本と朝日遺跡の集落の変遷をパネルで紹介。

⑤ 弥生土器クロニクル

重要文化財に指定された朝日遺跡出土品のうち、代表的な土器を、前期から後期まで年

代を追って展示。 

(２) 基本展示室２(重要文化財朝日遺跡出土品)

① 道具の造形

農耕の道具、容器類、狩猟具、武器、漁労具、紡織具などと、木材の加工に用いられた

大小の磨製石斧類等を展示。 

② 装飾の造形

ヒスイ製の勾玉やその原石、加工用具、ガラス小玉などとともに、骨・角・牙製の髪飾

り、垂飾、貝輪等の装身具を展示。 

③ 祈りの造形

鳥形の土製品、木製品、木偶、絵画記号土器、武器形木製品、儀杖、ト骨等祈りや儀礼

に係る出土品を展示。 

④ 金属の造形

銅鐸、銅鏃、巴形銅器、筒形銅製品、銅鏡、袋状鉄斧のほか、銅鐸鋳型(レプリカ)、銅

滴など青銅器の鋳造に係る出土品を展示。 

基本展示室１ 基本展示室２ 
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２ 開館記念展「朝日遺跡のデザイン」(企画展示室) 

朝日遺跡出土の土器、石器、木器、骨角器、金属器など、重要文化財指定品 2,028 点のうち、

400点以上を展示し、そのデザインと造形美を紹介した。 

（１）第１期  

期   間‥2020 年 11月 22日(日)～2021 年 1月 17日(日)  

主な展示品‥円窓付土器、台付甕、朝日型長身鏃、骨角製装身具、木製農具・工具 

（２）第２期 

期   間‥2021 年 1月 23日(土)～2021 年 3月 21日(日) 

主な展示品‥大地式土器、赤彩土器、Ｓ字状口縁台付甕、骨角製漁労具、木製農具・工具 

  ［開館記念展入場者数］ 

展示 区分 一般(人) 高・大学生(人) 中学生以下(人) 計(人) 開館(日) 

第１期 
有料 6,244 

6,965 
130 

130 
- 

2,730 
6,374 

9,825 57 
無料 721 0 2,730 3,451 

第２期 
有料 3,440 

4,150 
72 

72 
- 

935 
3,512 

5,157 58 
無料 710 0 935 1,645 

計 11,115 202 3,665 14,982 115 

３ 交流館ガイダンス室 

  史跡貝殻山貝塚のガイダンス施設として、貝殻山第三貝塚出土の屈葬人骨２体をはじめ、史跡整

備を目的に発掘調査された指定地内の前期環濠出土品等を展示し、図書コーナーを併設。 

本館・企画展示室(開館記念展第1期) 交流館ガイダンス室交流スペース 
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Ⅳ 活動実績 

１ 開館記念式典・イベントとワークショップ 

令和２年11月 22日に「あいち朝日遺跡ミュージアム」のオープンを記念して、清須市等

の近隣地域の方々、有識者、マスコミ関係者等を招待して、開館記念式典を実施するととも

に、朝日遺跡の歴史的価値・魅力を発信するイベントを開催した。 

(１)日時  

○ 2020 年 11月 22日（日） 9:50～17:00（式典含む） 

○ 2020 年 11月 23日（月・祝）  9:30～17:00 

(２) 屋外イベント

○記念式典・ステージショー（11月 22日のみ開催）

・オープニングアトラクション

・式典

・ステージイベント

○特設ブース（11月 22日のみ開催）

・ＪＡ西春日井……地元野菜等の販売 

・しだみ古墳群歴史の里……しだみ古墳群歴史の里のPR 

・カレーハウスCoCo 壱番屋（キッチンカー）……貝塚カレー（あさりカレー）等の販売 

・清須市商工会議所（4店舗）

ナカモ、太陽食品工業、宮崎商店、清洲桜醸造……地域特産品の販売 

 ［イベント中の入場者数］ 

開催日 11月 22日(日) 11 月 23日（月・祝） 計(人) 

入場者数 1,244 1,115 2,359 

［ワークショップと参加者数］ 

内 容 11 月 22日(日) 11 月 23日（月・祝） 計(人) 

カラフル勾玉づくり 200 200 400 

火起こし 180 260 440 

なぞときクイズラリー 200 550 750 

しだみ古墳群歴史の里ブース 240 ― 240 

計 820 1,010 1,830 

ステージのイベント 来賓によるテープカット 
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２ 体験イベント等 

学芸員等を講師として「体験イベント」や「セミナー」を開催するとともに、様々な「古代体

験プログラム」を実施した。 

（１）体験イベント 

① 脱穀体験講座（2020/12/13）

体験弥生ムラの「体験水田」で収穫した稲について、一般来館者を対象として、弥生時代

の「臼と杵」や近代の「千把こぎ」等を利用した脱穀作業の体験イベントを行った。 

脱穀体験 復元した臼・杵 

② 大人の弥生土器づくり(全２回・2021/1/10・2/21)

事前申し込み者を対象として、「弥生土器（甕）」の製作体験を行った。第１回は粘土を成

形し土器を作り、第２回では覆い焼きにより土器を焼成した。 

  ［体験イベント開催状況］ 

開催日 内 容 
参加者数(人) 

大人 子ども 計 

2020/12/13(日) 脱穀体験講座 94 100 194 

2021/ 1/10(日) 大人の弥生土器づくり(成形) 8 0 8 

2021/ 2/21(日) 大人の弥生土器づくり(焼成) 8 0 8 

計 110 100 210 

第２回 土器の焼成 第 1回 土器の成形 



11

勾玉づくり  

(２)セミナー 

当ミュージアムの原田学芸課長を講師として２回のセミナーを実施した。 

① 弥生人とシカ狩り（2021/2/20）

② 弥生人の斧（2021/3/21）

［セミナー開催状況］ 

開催日 内 容 
参加者数(人) 

大人 子ども 計 

2021/ 2/20(土) 弥生人とシカ狩り 19 0 19 

2021/ 3/21(日) 弥生人の斧 15 0 15 

計 34 0 34 

（３）古代体験プログラム 

主に子どもを対象とした各種の体験プログラムを実施するとともに、期間を限定した「特別

メニュー」を企画した。 

① 火起こし体験（平日・休日とも１日２回・各５人以内実施）

・伝統的な発火用具である「マイギリ」を用いて「火種」を作った。

② 勾玉づくり（休日のみ１日２回・各５人以内）

・プラスチック粘土を用いてカラフルな「勾玉」を作成した。

③ 土器づくり（11月～1月の特別メニュー・休日のみ１日２回・各５人以内）

・テラコッタを用いてミニチュア土器を製作した。

④ 土人形づくり(2月の特別メニュー・休日のみ１日２回・各５人以内)

・オーブン陶土を用いて人形を作成し、作品を交流館に展示した。

⑤ 弥生文様コースターづくり(3月の特別メニュー・休日のみ１日２回・各５人以内)

・オーブン陶土を用いて弥生文様のコースターを作成してベンガラで彩色した。

弥生人の斧 

土器づくり 

弥生人とシカ狩り 

火起こし体験 
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 ［古代体験プログラムと参加者数］ 

内容＼月 11月 12 月 1月 2月 3月 計 

火 起 こ し 2 842 268 106 50 1,268 

勾 玉 づ く り 18 100 96 89 62 365 

土 器 づ く り 17 97 47 ― ― 161 

土人形づくり ― ― ― 33 ― 33 

弥生文様コースターづくり ― ― ― ― 24 24 

計 37 1,039 411 228 136 1,851 

３ 学校行事とその他の団体利用 

施設の周知のため、各市町村教育委員会経由で、県内の小学校964校・中学校415校などにポ

スター・チラシ（各1部）を配布するとともに、清須市及び名古屋市西区の小中学校については、

オープニングのポスター及びチラシを配布した。 

 [学校・その他の団体の入館者数] 

年/月 
小学校 中学校 その他 計 

学校数 人数 学校数 人数 団体数 人数 件数 人数 

2020/11 0 0 0 0 2 61 2 61 

12 2 273 1 154 1 66 4 493 

2021/ 1 2 134 1 57 0 0 3 191 

2 2 72 0 0 0 0 2 72 

3 0 0 1 108 3 73 4 181 

計 6 479 3 319 6 200 15 998 

[令和２年度入館者数] 

月 11月 12 月 1月 2月 3月 計 

開館日数 7 24 24 24 26 105 

本 

館 

一 般 2,760 5,078 2,428 3,368 2,943 16,577 

高・大学生 54 121 67 81 83 406 

中学生以下 2,434 1,796 1,180 872 1,165 7,477 

計 

(１日あたり) 

5,248 

(750) 

6,995 

(291) 

3,675 

(153) 

4,231 

(180) 

4,161 

(161) 

24,430 

(233) 

交 

流 

館 

一 般 ※ 1,718 2,776 1,331 1,610 1,253 8,688 

中学生以下 881 973 545 685 736 3,820 

計 

(１日あたり) 

2,559 

(371) 

3,749 

(156) 

1,876 

(78) 

2,295 

(96) 

1,989 

(77) 

12,508 

(119) 

※ 高校生・大学生を含む
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４ 施設の管理 

（１）史跡及び園地管理 

開館後の園地内の施設、植栽等について管理等を実施するとともに、開館に伴う史跡内でのイ

ベント等については、文化財保護法第125条に基づき「現状変更」（清須市教育委員会許可）の

手続きを行った。 

［史跡及び園地管理状況等一覧表］ 

年/月 件数 管理等の内容 

2020/11 1 イベント実施に係る現状変更申請、及び事業終了後の完了報告 

2021/3 6 新館植栽植替え等(加藤造園) 

（２）施設及び建物管理 

開館後の施設・建物等について必要な管理を実施した。 

   ［施設及び建物管理状況等一覧表］ 

年/月 件数 管理等の内容 

2021/1 1 本館基本展示室ジオラマ修繕(丹青社) 

2021/2 2 交流館収蔵庫蛍光灯取替工事等 

2021/3 8 本館基本展示室展示修繕（丹青社） 
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Ⅴ 参考資料 

１ 組織と体制 

  あいち朝日遺跡ミュージアムの運営については、県職員(学芸員)が朝日遺跡等に係る専門的知見

を必要とする業務を担当し、それ以外については、指定管理者が行うこととしている。 

 なお、職員配置は県が館長(県埋蔵文化財調査センター所長を兼務)を含め４名、学芸員のうち1

名は県民文化局文化芸術課文化財室兼務。指定管理者は総括責任者を含め３名となっている。 

２ 県と指定管理者との役割分担 

 県と指定管理者との役割分担は、「あいち朝日遺跡ミュージアム指定管理者業務仕様書」により

以下のように定めている。 

業務区分 概要 
運営主体 

備考 
県 指定管理者 

博 物 館 経 営 事業運営計画の策定、進行管理 ◎ ○ 企画経営会議で協議 

事

業

の

実

施 

事

業 

学

芸

業

務 

資料収集 

整理保存 

資料の収集、整理、保存 

資料の保存修理、補修 

資料の特別利用、貸出 

◎ 

調 査 研 究 資料の調査研究／研究成果の還元 ◎ 

展

示 

常 設 別記「常設展示業務分担表」のとおり 

企 画 別記「企画展示業務分担表」のとおり 

関連業務の実施・キッズ考古ラボの運営 ○ ◎ 

普及啓発 

体験学習室の運営 ○ ◎ 

講座の開催／広報誌の発行・HP 等の運

営／講演会の開催／ボランティア等との

協働事業 

○ ◎ 

学習相談、取材対応、学校等との協議 

出前講座の実施 
○ ◎ 

指定管理者は広報、

出前講座の補助 

図書・情報コーナーの運営 ◎ 本館廊下、別館ガイダンス室 

来館者サービス 総合案内／常設・企画展示の改札・監視 

その他来館者への援助 
◎

そ の 他 
企画運営会議の運営 ◎ ○ 

施設の円滑な運営のために必要な業務 ◎

自 主 企 画 誘客企画(イベント等)の実施 ◎

施設等の

利 用 

利 用 観覧料の収受 ◎

利 用 促 進 広報宣伝、誘致活動 ○ ◎ 

施 設 の 

維持管理 

保 守 管 理 

備 品 管 理 

清掃・警備等 

事業運営計画の策定、進行管理 

備品管理業務 

清掃・警備等業務 

◎

企画経営会議で協議 

管理運営 管 理 運 営 指定管理者の業務に係る管理運営 ◎ 

物品販売 シ ョ ッ プ 朝日遺跡関連グッズ (◎) 目的外利用による 

館 長 
学芸課長 
(学芸員) 

主 任 
(学芸員) 

技 師 

(学芸員・文化財室兼) 

総括責任者 
担 当 

(2名) 
パート職員 ［指定管理者］ 
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別 記 

■常設展示業務分担表

業務区分 概要 
運営主体 

備考（県】:県 指】指定管理者） 
県 指定管理者 

展 示 関 連 業 務 

( 事 前 ) 

資料展示 ◎ 

展示物制作 ◎ ○ 
指】自ら提案のときは負担 

展 示 制 作 

展示工事 ◎ 

展示パネル ◎ ○ 
県】解説原稿執筆 

指】制作、設置 

印 刷 物 

展示ガイド ◎ ○ 
県】原稿執筆 

指】デザイン、印刷 

ガイドブック ◎ ○ 
県】原稿執筆 

指】デザイン、印刷 

開 催 関 連 業 務 
展示ガイド・監視 ◎ 

展示ガイド研修 ◎ 

■企画展示業務分担表

業務区分 概要 
運営主体 

備考（県】:県 指】指定管理者） 
県 指定管理者 

展 示 関 連 業 務 

( 事 前 ) 

資料収集 ◎ 県】資料の整理・保管及び調査研究 

展示企画 ◎ ○ 

館長が主催する企画運営会議により決定 

県】展示内容の提案 

  指定管理者からの提案も可能 

指】広報、必要経費、観覧料、展示ディ

スプレイ、サービス等の提案 

展示物制作 ◎ 

展示資料借用 ◎ 

展 示 制 作 

展示工事 ◎ 

展示パネル ◎ ○ 
県】解説原稿執筆 

指】制作、設置 

印 刷 物

ポスター・チラシ等 ○ ◎ 
県】監修 

指】デザイン、印刷 

展示ガイド ○ ◎ 
県】原稿執筆 

指】デザイン、印刷 

広 報
ポスター・チラシ送付 ◎ 

広告 ◎ 

開 催 関 連 業 務 

展示ガイド・監視 ◎ 

展示ガイド研修 ◎ 

関連イベント ○ ◎ 
県】学術的な内容が含まれる場合は監修 

指】企画運営 

※「運営主体」の「◎」は主に業務を行う者、「○」は従に業務を行う者
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付録 関連条例・規則等 

○愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例(抄)

昭和四十六年三月二十四日 条例第六号 

題名改正〔平成三一年条例三号〕 

最終改正 令和 二年一二月一八日条例第六二号 

（設置） 

第第一一条条 スポーツの振興及び県民の文化的教養の向上を図るため、スポーツ施設及び社会教育施設（以下

「施設」という。）を設置する。 

一部改正〔平成一〇年条例二八号・三一年三号・令和元年四一号〕 

（名称、位置等） 

第第二二条条 施設の名称及び位置並びに施設における業務は、別表第一のとおりとする。 

（職員） 

第第三三条条 あいち朝日遺跡ミュージアムに、館長その他の職員を置く。 

全部改正〔令和元年条例四一号〕 

（観覧料） 

第第五五条条のの二二 あいち朝日遺跡ミュージアムの展示室において展示物を観覧しようとする者は、別表第三に

定める額の観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。 

一 小学校就学前の者 

二 常設展示を観覧しようとする中学生及び小学生 

三 学校行事として常設展示を観覧しようとする高校生 

四 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所の行事として常設展示を観覧しようとする小学校就学

前の者の引率者 

五 学校行事として常設展示を観覧しようとする高校生、中学生又は小学生の引率者 

六 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条第四項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けている者で常設展示を観覧しようとするもの 

七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で常設展示を観覧しようとするもの 

八 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている知的障害者で常設展示を観覧しよ

うとするもの 

九 次に掲げる者に付き添つて常設展示を観覧しようとする者。ただし、次に掲げる者一人につき二人

以上の者が付き添うときは、そのうち一人に限る。 

イ 第六号に掲げる者のうち身体障害者手帳に第一種身体障害者と記載されているもの

ロ 第七号に掲げる者のうち精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されているもの

ハ 前号に掲げる者のうち療育手帳に第一種知的障害者と記載されているもの

２ 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、観覧料を展示物の観覧後の知

事が指定する日までに納付させることができる。 

３ 納付された観覧料は、特別の理由がある場合を除き、還付しない。 

４ 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。 

追加〔令和元年条例四一号〕
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（利用料金） 

第第六六条条 知事は、第九条の規定により知事等が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」とい

う。）に、第四条第一項の施設の利用及び前条第一項の展示物の観覧に係る料金（以下「利用料金」と

いう。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の場合においては、次に掲げる者は、当該利用料金を指定管理者に納付しなければならない。こ

の場合においては、第五条第一項又は前条第一項の規定は、適用しない。 

一 第四条第一項の許可を受けた者（第五条第一項各号に掲げる場合におけるものを除く。） 

二 前条第一項の展示物の観覧をする者（同項各号に掲げる者を除く。） 

３ 利用料金の額は、別表第二に定める使用料の額に相当する額又は別表第三に定める観覧料の額に相当

する額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に相当する額又は当該観覧料の額に相当する額に

一・三を乗じて得た額までの範囲内において指定管理者が定める額とする。ただし、第五条第二項各号

に掲げる場合は、その額に実費を勘案して指定管理者が定める額を加算した額とする。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、知事の承認を受けなければ

ならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。 

５ 知事は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければならない。 

６ 第五条第四項及び第五項の規定は第四条第一項の施設の利用に係る利用料金について、前条第三項及

び第四項の規定は同条第一項の展示物の観覧に係る利用料金について準用する。この場合において、第

五条第五項及び前条第四項中「知事」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

全部改正〔平成一五年条例七四号〕、一部改正〔平成一七年条例七八号・三一年三号・令和元

年四一号〕 

（利用者の義務） 

第第七七条条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則（愛知県野外教育センタ

ー、愛知県青年の家、愛知県美浜自然の家及び愛知県旭高原自然の家にあつては、教育委員会規則。以

下「規則等」という。）の規定並びに第四条第二項の規定により許可に付けられた条件及び知事等又は

館長の指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。 

一部改正〔昭和五七年条例一六号・平成五年三九号・六年一九号・一七年七八号・三一年三

号・令和元年四一号・二年六二号〕 

（許可の取消し及び利用の中止命令） 

第第八八条条 知事等は、利用者が前条の規定に違反したときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は利用の

中止を命ずることができる。 

２ 知事等は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は

利用の中止を命ずることができる。 

一部改正〔昭和五七年条例一六号・平成五年三九号・六年一九号・一七年七八号・三一年三

号〕 

（指定管理者による管理） 

第第九九条条 知事等は、法人その他の団体であつて知事等が指定するものに、施設の管理に関する業務のう

ち、次に掲げる業務を行わせることができる。 

一 第四条第一項の規定により施設の利用を許可すること。 

二 第四条第二項の規定により同条第一項の許可に条件を付けること。 
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三 第五条第四項第二号（第六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により利用の中止を承

認すること。 

四 第七条の規定により施設の利用に係る指示をすること。 

五 前条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。 

六 その他施設を維持管理し、及び運営すること。 

全部改正〔平成一七年条例七八号〕、一部改正〔平成三一年条例三号〕 

（規則等への委任） 

第十条 この条例に定めるもののほか、施設の利用条件その他施設の管理に関し必要な事項は、規則等で

定める。 

一部改正〔平成五年条例三九号・三一年三号〕 

（過料） 

第十一条 詐欺その他不正の行為により、第五条の規定による使用料又は第五条の二の規定による観覧料

の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額

が五万円を超えないときは、五万円とする。）以下の過料を科する。 

２ 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、一万円以下の過料を科

する。 

一 第四条第二項の規定により許可に付けられた条件に違反して施設を利用した者 

二 第八条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して施設を利用した者 

三 その他不正の方法により許可を受けて施設を利用した者 

３ 第七条の規定に違反して施設の秩序を乱した者に対しては、五千円以下の過料を科する。 

一部改正〔平成五年条例三九号・一〇年二八号・一二年二号・一五年七四号・一七年七八号・

令和元年四一号〕 

附 則（令和二年三月二十七日条例第四号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和二年四月一日から施行する。 

（愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置） 

12 この条例の施行の際現に教育委員会が前項の規定による改正前の愛知県スポーツ施設及び社会教育施

設条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりあいち朝日遺跡ミュージアムの管理を行わせる団

体として指定している団体は、知事が前項の規定による改正後の愛知県スポーツ施設及び社会教育施設

条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりあいち朝日遺跡ミュージアムの管理を行わせる団体

として指定した団体とみなす。 

別表第一（第二条関係・一部略） 

 務業 置位 称名

あいち朝日遺跡ミュージアム 清須市 考古資料の収集、保管、展示及び調査研究を行うこと。 

別表第三（第五条の二、第六条関係） 

区分 単位 
観覧料の額 

（単位円） 
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三 第五条第四項第二号（第六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により利用の中止を承

認すること。 

四 第七条の規定により施設の利用に係る指示をすること。 

五 前条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。 

六 その他施設を維持管理し、及び運営すること。 

全部改正〔平成一七年条例七八号〕、一部改正〔平成三一年条例三号〕 

（規則等への委任） 

第十条 この条例に定めるもののほか、施設の利用条件その他施設の管理に関し必要な事項は、規則等で

定める。 

一部改正〔平成五年条例三九号・三一年三号〕 

（過料） 

第十一条 詐欺その他不正の行為により、第五条の規定による使用料又は第五条の二の規定による観覧料

の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額

が五万円を超えないときは、五万円とする。）以下の過料を科する。 

２ 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、一万円以下の過料を科

する。 

一 第四条第二項の規定により許可に付けられた条件に違反して施設を利用した者 

二 第八条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して施設を利用した者 

三 その他不正の方法により許可を受けて施設を利用した者 

３ 第七条の規定に違反して施設の秩序を乱した者に対しては、五千円以下の過料を科する。 

一部改正〔平成五年条例三九号・一〇年二八号・一二年二号・一五年七四号・一七年七八号・

令和元年四一号〕 

附 則（令和二年三月二十七日条例第四号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和二年四月一日から施行する。 

（愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置） 

12 この条例の施行の際現に教育委員会が前項の規定による改正前の愛知県スポーツ施設及び社会教育施

設条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりあいち朝日遺跡ミュージアムの管理を行わせる団

体として指定している団体は、知事が前項の規定による改正後の愛知県スポーツ施設及び社会教育施設

条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりあいち朝日遺跡ミュージアムの管理を行わせる団体

として指定した団体とみなす。 

別表第一（第二条関係・一部略） 

 務業 置位 称名

あいち朝日遺跡ミュージアム 清須市 考古資料の収集、保管、展示及び調査研究を行うこと。 

別表第三（第五条の二、第六条関係） 

区分 単位 
観覧料の額 

（単位円） 
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大学生又は高校生 

一人一回につき 二〇〇 

   
個人 

一人一年につき 六〇〇 

   
その他の者 

一人一回につき 三〇〇 

      一人一年につき 一、〇〇〇 

常設展示 
団体（二十人以上） 

大学生又は高校生 一人一回につき 一六〇 

   その他の者 一人一回につき 二四〇 

   博物館その他の施設で知

事が定めるものをあいち

朝日遺跡ミュージアムと

併せて観覧する方法とし

て知事が定める方法によ

り観覧する場合 

大学生又は高校生 一人一回につき 
一六〇円以内で知

事が定める額 

   

その他の者 一人一回につき 

二四〇円以内で知

事が定める額 

企画展示 一人一回につき 

一、〇〇〇円以内

でその都度知事が

定める額 

追加〔令和元年条例四一号〕 

  

 

 

○あいち朝日遺跡ミュージアム管理規則 

令和二年三月二十七日 規則第二十九号 

改正 令和二年一〇月一四日 規則第六七号 

（趣旨） 

第第一一条条 この規則は、あいち朝日遺跡ミュージアム（以下「ミュージアム」という。）の管理に関する事項

を定めるものとする。 

（休館日） 

第第二二条条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。 

一 十二月二十八日から翌年一月三日まで 

二 月曜日（当該月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日

（以下「休日」という。）に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日） 

２ 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができ

る。 

３ 愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例（昭和四十六年愛知県条例第六号。以下「条例」という。）

第九条の規定により知事が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）は、必要があると

認めるときは、館長の承認を受けて、臨時に第一項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができ

る。 

（利用時間等） 

第第三三条条 ミュージアムの利用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。 
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三 第五条第四項第二号（第六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により利用の中止を承

認すること。 

四 第七条の規定により施設の利用に係る指示をすること。 

五 前条第一項の規定により第四条第一項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずること。 

六 その他施設を維持管理し、及び運営すること。 

全部改正〔平成一七年条例七八号〕、一部改正〔平成三一年条例三号〕 

（規則等への委任） 

第十条 この条例に定めるもののほか、施設の利用条件その他施設の管理に関し必要な事項は、規則等で

定める。 

一部改正〔平成五年条例三九号・三一年三号〕 

（過料） 

第十一条 詐欺その他不正の行為により、第五条の規定による使用料又は第五条の二の規定による観覧料

の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額

が五万円を超えないときは、五万円とする。）以下の過料を科する。 

２ 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、一万円以下の過料を科

する。 

一 第四条第二項の規定により許可に付けられた条件に違反して施設を利用した者 

二 第八条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して施設を利用した者 

三 その他不正の方法により許可を受けて施設を利用した者 

３ 第七条の規定に違反して施設の秩序を乱した者に対しては、五千円以下の過料を科する。 

一部改正〔平成五年条例三九号・一〇年二八号・一二年二号・一五年七四号・一七年七八号・

令和元年四一号〕 

附 則（令和二年三月二十七日条例第四号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和二年四月一日から施行する。 

（愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置） 

12 この条例の施行の際現に教育委員会が前項の規定による改正前の愛知県スポーツ施設及び社会教育施

設条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりあいち朝日遺跡ミュージアムの管理を行わせる団

体として指定している団体は、知事が前項の規定による改正後の愛知県スポーツ施設及び社会教育施設

条例の一部を改正する条例附則第二項の規定によりあいち朝日遺跡ミュージアムの管理を行わせる団体

として指定した団体とみなす。 

別表第一（第二条関係・一部略） 

 務業 置位 称名

あいち朝日遺跡ミュージアム 清須市 考古資料の収集、保管、展示及び調査研究を行うこと。 

別表第三（第五条の二、第六条関係） 

区分 単位 
観覧料の額 

（単位円） 
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大学生又は高校生 

一人一回につき 二〇〇 

   
個人 

一人一年につき 六〇〇 

   
その他の者 

一人一回につき 三〇〇 

      一人一年につき 一、〇〇〇 

常設展示 
団体（二十人以上） 

大学生又は高校生 一人一回につき 一六〇 

   その他の者 一人一回につき 二四〇 

   博物館その他の施設で知

事が定めるものをあいち

朝日遺跡ミュージアムと

併せて観覧する方法とし

て知事が定める方法によ

り観覧する場合 

大学生又は高校生 一人一回につき 
一六〇円以内で知

事が定める額 

   

その他の者 一人一回につき 

二四〇円以内で知

事が定める額 

企画展示 一人一回につき 

一、〇〇〇円以内

でその都度知事が

定める額 

追加〔令和元年条例四一号〕 

  

 

 

○あいち朝日遺跡ミュージアム管理規則 

令和二年三月二十七日 規則第二十九号 

改正 令和二年一〇月一四日 規則第六七号 

（趣旨） 

第第一一条条 この規則は、あいち朝日遺跡ミュージアム（以下「ミュージアム」という。）の管理に関する事項

を定めるものとする。 

（休館日） 

第第二二条条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。 

一 十二月二十八日から翌年一月三日まで 

二 月曜日（当該月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日

（以下「休日」という。）に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日） 

２ 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができ

る。 

３ 愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例（昭和四十六年愛知県条例第六号。以下「条例」という。）

第九条の規定により知事が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）は、必要があると

認めるときは、館長の承認を受けて、臨時に第一項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができ

る。 

（利用時間等） 

第第三三条条 ミュージアムの利用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。 
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２ 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、館長の承認を受けて、臨時に第一項の利用時間を変更する

ことができる。 

（立入りの禁止等） 

第第四四条条 館長は、めいてい者その他ミュージアムの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又はミュージ

アムの施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、ミュージアムへの立入りを禁じ、又は

立退きを命ずることができる。 

２ 館長は、必要があると認めるときは、入館者の数及び資格を制限することができる。 

（観覧券の交付） 

第第五五条条 ミュージアムの展示室において展示物を観覧しようとする者（条例第五条の二第一項各号に掲げる

者及び同条第四項（条例第六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により観覧料（条例第六条

第一項に規定する条例第五条の二第一項の展示物の観覧に係る料金を含む。以下同じ。）の全部を免除さ

れた者並びに観覧料を展示物の観覧後に納付させる者を除く。）は、観覧料の納付と引換えに観覧券（様

式第一）の交付を受けるものとする。 

２ 団体で観覧券の交付を受けようとするときは、その団体の代表者は、あらかじめ団体観覧券交付申込書

（様式第二）を館長（指定管理者がある場合にあっては、指定管理者。次条及び第七条において同じ。）

に提出しなければならない。  

（学校等行事の観覧） 

第第六六条条 高等学校、中学校若しくは小学校の学校行事又は幼稚園、幼保連携型認定こども園若しくは保育所

の行事として、ミュージアムの展示室において常設展示を観覧しようとする者は、あらかじめ学校等行事

観覧届（様式第三）を館長に提出しなければならない。 

（館長の指示） 

第第七七条条 館長は、ミュージアムの秩序の維持及びミュージアムの管理上必要があると認めるときは、ミュー

ジアムの利用者に対し、ミュージアムの利用に関し適切な指示をすることができる。 

（利用料金の承認に係る公告の方法） 

第第八八条条 条例第六条第五項の規定による公告は、ミュージアムの掲示場に掲示する方法により行うものとす

る。 

（損害賠償） 

第第九九条条 ミュージアムの利用者は、故意又は過失によってミュージアムの施設、附属設備及び展示物等を損

傷し、滅失し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 

（雑則） 

第第十十条条 この規則に定めるもののほか、ミュージアムの管理に関し必要な事項は、館長が定める。 

２ 指定管理者は、前項の規定により館長が定めるもののほか、館長の承認を受けて、ミュージアムの管理

に関し必要な事項を定めることができる。 

附 則 

この規則は、令和二年十一月二十二日から施行する。 

附 則（令和二年十月十四日規則第六十七号） 

この規則は、令和二年十一月二十二日から施行する。 

(様式略) 
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２ 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、館長の承認を受けて、臨時に第一項の利用時間を変更する

ことができる。 

（立入りの禁止等） 

第第四四条条 館長は、めいてい者その他ミュージアムの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又はミュージ

アムの施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、ミュージアムへの立入りを禁じ、又は

立退きを命ずることができる。 

２ 館長は、必要があると認めるときは、入館者の数及び資格を制限することができる。 

（観覧券の交付） 

第第五五条条 ミュージアムの展示室において展示物を観覧しようとする者（条例第五条の二第一項各号に掲げる

者及び同条第四項（条例第六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により観覧料（条例第六条

第一項に規定する条例第五条の二第一項の展示物の観覧に係る料金を含む。以下同じ。）の全部を免除さ

れた者並びに観覧料を展示物の観覧後に納付させる者を除く。）は、観覧料の納付と引換えに観覧券（様

式第一）の交付を受けるものとする。 

２ 団体で観覧券の交付を受けようとするときは、その団体の代表者は、あらかじめ団体観覧券交付申込書

（様式第二）を館長（指定管理者がある場合にあっては、指定管理者。次条及び第七条において同じ。）

に提出しなければならない。  

（学校等行事の観覧） 

第第六六条条 高等学校、中学校若しくは小学校の学校行事又は幼稚園、幼保連携型認定こども園若しくは保育所

の行事として、ミュージアムの展示室において常設展示を観覧しようとする者は、あらかじめ学校等行事

観覧届（様式第三）を館長に提出しなければならない。 

（館長の指示） 

第第七七条条 館長は、ミュージアムの秩序の維持及びミュージアムの管理上必要があると認めるときは、ミュー

ジアムの利用者に対し、ミュージアムの利用に関し適切な指示をすることができる。 

（利用料金の承認に係る公告の方法） 

第第八八条条 条例第六条第五項の規定による公告は、ミュージアムの掲示場に掲示する方法により行うものとす

る。 

（損害賠償） 

第第九九条条 ミュージアムの利用者は、故意又は過失によってミュージアムの施設、附属設備及び展示物等を損

傷し、滅失し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 

（雑則） 

第第十十条条 この規則に定めるもののほか、ミュージアムの管理に関し必要な事項は、館長が定める。 

２ 指定管理者は、前項の規定により館長が定めるもののほか、館長の承認を受けて、ミュージアムの管理

に関し必要な事項を定めることができる。 

附 則 

この規則は、令和二年十一月二十二日から施行する。 

附 則（令和二年十月十四日規則第六十七号） 

この規則は、令和二年十一月二十二日から施行する。 

(様式略) 
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